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火災保険金申請サポートサービスにおける消費者問題

Ⅰ　はじめに
　ここ数年、わが国では、地震、台風、豪雨
など多くの自然災害に見舞われ、人命や財産
に深刻な被害がもたらされている。こうした
自然災害に乗じて、偽の寄付金募集や高額な
住宅修繕工事詐欺などの悪質商法等が行わ
れ、被災者やその家族をさらに苦しめること
がある。とりわけ、近年、消費者庁や国民生
活センターから盛んに注意喚起されているの
が、保険金の利用を促して住宅修理を勧誘す
る災害等便乗商法である。住宅修理等の事業
者が被災者等に対して、保険金申請サポート
業務や工事請負契約を勧誘するといった消費
者トラブルが自然災害の頻発とともに増えて
きているからである。
　独立行政法人国民生活センターの統計によ
ると、火災保険を利用した住宅修繕を勧誘さ
れたことに関する相談は、2010年度には111
件だったのが、2019年度には2684件と2010年
度の約24倍となり（1）、2020年度には5447件と
なっている（2）。2020年ごろから国民生活セン
ターだけでなく消費者庁や各地方自治体の消
費生活センターや損害保険協会等からもたび
たび注意喚起等が行われ、消費者庁による行
政処分や新聞等による報道の影響もあって
2022年度には保険申請代行サービスにおける
相談件数は減少に転じているものの（3）、依
然、このような消費者トラブルは増加傾向に
あるといえよう。
　そこで、本稿は、火災保険金申請サポート
サービス契約および当該契約条項の有効性や
妥当性を検討して、当該消費者トラブルへの
対応を考察するものである。

Ⅱ　消費者トラブルの概要

1 ．火災保険金申請サポートサービス

　火災保険金申請は、火災によって被った損
害を補償するために、火災保険契約者が保険
会社に対して行う手続であるが、火災保険金
申請サポートサービスとは、保険契約者が保
険金を受け取るための申請手続き支援を提供
するサービスである。具体的には、建物等の
被害状況を調査・査定の上、見積書や調査報
告書を作成して被害状況や損害額を証明する
ための書類の準備をしたり、火災保険の保険
金請求手続きに関するアドバイスや支援をす
るという。保険金申請手続きは、保険契約者
本人が行い、これらの業者に出来るのは、あ
くまで保険金の申請に向けての支援のみであ
る。保険金申請「代行」を業者がすることは
違法行為となる（4）。また、サポートサービス
業者の申請支援により保険契約者に保険会社
から保険金が支払われた場合には、成功報酬
が支払われる。その報酬額は、当該保険金の
30％から40％であることが多い。

2 ．火災保険金申請サポートサービス類型

　実際に発生しているトラブル事例から、火
災保険金申請サポートサービスは、以下の 2
つの類型に大別される

　①リフォーム（修理）業者の工事請負条件型
（①類型）

　住宅修繕事業者等が、修繕工事を受注する
ことを前提として当該火災保険金請求申請の
サポート契約をする場合である。住宅等の修
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繕工事と火災保険金申請サポートサービスが
一体となった複合契約ともいえる。自然災害
被害のあった住宅修繕のために保険金を請求
して工事代金に充てることは従前から行われ
てきたことであり、修理業者が現場の写真撮
影や修繕の見積書の作成などを手掛け、保険
金請求を手伝うのはそれほど珍しくなかった
ようである。そもそも修理業を請け負うのが
目的であることから、火災保険金申請サポー
トにおける成功報酬を受け取ることなく、保
険会社から支払われた保険金をすべて工事費
用とする場合もあり、事業者のなかには、工
事費用はすべて保険金で賄えるとして、「自
己負担なく修繕できる」と勧誘をする場合も
ある。その勧誘は、訪問販売や電話勧誘販売
で行われることが多い。
　しかし、この類型の場合、火災保険会社か
ら支給される保険金が確定する前に、修繕請
負契約を締結することが多く、見積もりや工
事費用と保険金との間に齟齬が生じたときや
保険金が支給されなかった場合には、保険金
超過分は消費者が負担することになる。申請
サポートは無料で実施すると勧誘しながら
も、実際には申請サポートサービスの報酬分
が、顧客の知らないうちに工事費用品目に加
えられている場合もある。また、消費者が支
給された保険金の過小を理由に当該修理請負
契約の解約を申し出ても、法外な解約金を請
求するなどの解約妨害されることもある。

　②火災保険金請求サポート業者の申請手数料
型（②類型）

　①類型に対して、この類型の事業者は、修
繕工事などは受注せず保険金請求申請サポー
トのみを行う。そして、保険金請求により得
られた当該保険金のうち30％から40％程度を
成功報酬として顧客に請求する。この類型の
場合、顧客はインターネットのWeb広告等
をみて事業者に依頼することも多く、事業者
は被害状況等を調査・査定した上で、火災保

険金の請求手続きや必要な書類の提出、保険
会社との交渉についてのアドバイスなどを行
うことで、契約者が保険金をスムーズに受け
取れるようサポートするとされる。一方で、
顧客は比較的高額な成功報酬を支払うことに
なるので、本来、修理に使われるべき保険金
が目減りするといったデメリットがある。

Ⅲ　消費者トラブルへの法的対応

1 ．特定商取引法

（ 1 ）行為規制
　事業者が突然消費者宅を訪問し、「保険金
を利用して無料で住宅修理できる」などと述
べて勧誘する場合、特定商取引法上の訪問販
売としての規制が妥当する。したがって、保
険金申請サポート業者は、当該勧誘に先立っ
て、自らの氏名や勧誘目的である旨及び当該
勧誘に係る商品・役務の種類を明らかにしな
ければならない（特商法 3条）。また、契約
を締結しない旨の意思表示をした者に対して
重ねて勧誘をしてはならない（特商法 3条の
2第 2項）。この「勧誘をしてはならない」
とはその場での勧誘を継続して行ってはなら
ないということだけではなく、後日、再度の
勧誘を行うことも禁止するものである（5）。こ
れを怠った保険金申請サポート事業者が行政
指導を受けた事例もある（6）。
　また、特商法は、訪問販売において購入者
等が取引条件を確認しないままに取引した
り、取引条件が曖昧であるため、後日、当事
者間でトラブルを引き起こすことがないよ
う、取引条件を明らかにした書面を、契約の
申込み及び締結の段階で購入者等に交付する
よう販売業者等に義務づけている（特商法 4
条、5条）（7）。このような書面交付義務には、
取引にかかる顧客に対する契約内容の情報提
供義務としての性質にとどまらず、契約判断
の適性を確保する警告としての意義もある。
それは後述のクーリングオフ権と相俟って、
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購入者が最終的に当該契約上の責任を引き受
けるか否かの判断を適正にする機能と目的を
書面交付義務に付していることになる（8）。
　さらに、訪問販売に際しては、消費者の健
全な意思形成を確保し、消費者被害を防止す
るために強引な勧誘や虚偽の説明による勧
誘、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない
場所へ誘い込んでの勧誘や、顧客の意思決定
を歪めるような不当行為を禁止する（特商法
6条）（9）。そして、特商法 6条違反行為につ
いては、行政処分（特商法 7条、 8条、 8条
の 2）に加えて、刑事罰（特商法70条第 1項）
および民事効（特商法 9条の 3）が定められ
ている（10）。

（ 2 ）民事的救済
　　事業者が自宅等を訪問して契約等の勧誘
をする場合には、購入者等は契約の申込み又
は締結を、一定期間、無理由・無条件で撤回
又は契約解除する、いわゆるクーリングオフ
が可能となる（特商法 9条）。訪問販売にお
けるクーリングオフ期間は契約書等交付され
てから 8日間であるが、特商法 4条、 5条所
定の法定記載事項が記載してある書面が交付
されなければ、クーリングオフの起算日は進
行しない。つまり、いつまででもクーリング
オフが可能となるのである。書面の記載事項
や方式に不備がある場合もまた、その書面が
適切に交付されたとはいえないので、クーリ
ングオフ期間は進行しない（11）。
　火災保険金申請サポートサービス契約とと
もに修理請負契約を締結した場合、保険金の
利用を前提に当該請負契約を締結するので、
契約時点で保険金がいくら下りるかわから
ず、工事金額等が記載出来ない可能性もあ
る。また、交付書面に役務の種類を特定しな
ければならないが、このような事例にあって
は、契約の時点で具体的な施工箇所が特定で
きていない場合も多いようだ（後述する裁判
例を参照）。つまり、顧客に交付されるのは、

法定記載事項不備書面である場合が大半であ
ろうと思われる。したがって、事業者の訪問
勧誘等により火災保険金申請サポート契約や
それと一体となった住宅修理契約締結後に消
費者トラブルが生じた場合には、顧客は、当
該契約や申込の意思表示をクーリングオフす
ることで救済する余地があろう。
　また、訪問販売における勧誘に際して、不
実告知（特商法 6条第 1項）や故意に事実を
告げない行為（特商法 6条第 2項）があった
場合には、その意思表示を取り消すことがで
きる。したがって、火災保険金申請サポート
を利用した住宅修繕について「自己負担金な
く、無料で工事できる」などの文言で勧誘さ
れて契約したのち、保険金受領にあたり事業
者から高額な成功報酬を請求されたり、工事
費用に調査費やサポート代が計上されている
場合などは、不実告知等を理由に当該意思表
示や契約等を取消し得る余地もある（特商法
9条の 3）。

2 ．消費者契約法

　このように、訪問販売や電話勧誘販売等、
不招請勧誘を契機とした契約類型であれば、
特商法による救済等が可能である。しかし、
②類型のように、チラシやWeb広告を参考
に、顧客自ら保険金申請サポートサービスの
申込みをした場合には、上記のような特定商
取引法による行為規制やクーリングオフと
いった救済は難しい。そこで、次に、消費者
契約法による対応を考えてみる。
　消費者契約法は消費者と事業者との間の情
報量や交渉力の格差を是正し、消費者の利益
を擁護するための包括的民事ルールとして
2000年（平成12年）に制定された法律である。
消費者の利益を保護するため、消費者契約法
は、事業者による不実告知や不利益事実の不
告知といった不当勧誘による契約の取り消し
（消契法 4条）や、消費者にとって一方的に
不利益な消費者契約の条項（不当条項）は無
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効である（消契法 8条～10条）といったこと
が規定されている。さらに、適格消費者団体
が不特定多数の消費者の利益を擁護するため
の差止請求制度が規定されている（消契法12
条）。
　さて、火災保険金申請サポートや、これと
一体となった住宅修繕工事における消費者ト
ラブルに巻き込まれた被害者の救済として第
一に考えるべきは、火災保険金申請サポート
契約等からの解放である。当該契約が事業者
と消費者との間で締結された消費者契約であ
り（消契法 2条第 3項）、かつ当該消費者を
誤認・困惑させて申込させたのであれば、そ
の申込みは取り消すことができる。例えば、
保険金申請サポート契約について、Web広
告や折込チラシ等（12）において、当該契約に
おける保険金成功報酬、違約金条項等にあえ
て言及せず、「自己負担金なく」「手数料なし
で申請サポート」「調査費用ゼロ円」等の表示
を広告等に掲載しているため、当該消費者が
保険金申請サポートには費用は掛からないも
のと誤認して契約申込した場合や、本来、保
険金申請に専門的知識等は不要であるにもか
かわらず、事業者が「火災保険金申請手続き
は難しいのでサポートがあったほうがいい」
と勧誘した場合には、専門家のサポートがな
いと保険金の申請受給が難しいと顧客が誤認
して契約したと考えられることから、どちら
の場合もチラシ等の文言を「不実告知（消契
法 4条第 1項 1号）」と認定して当該サポー
ト業務契約を取消すことができる。
　また、火災保険金申請サポート業者は、自
分たちのサポートにより十分な保険金が受け
取れるということを述べる一方で、その場合
には、高額な成功報酬を消費者は支払うこと
になるから、受け取った保険金は一部しか修
繕費に充てられないという不利益を説明しな
いことも多い。そのため、顧客は保険会社か
ら支給された保険金はすべて修繕費に充てら
れると誤認することもあることから、いわゆ

る「不利益事実の不告知（消契法 4条第 2
項）」として、当該契約を取消すこともできる。
　さらに、火災保険金申請サポート契約の中
には、補修工事も同じ業者が行うことになっ
ている契約を締結する場合もある。この場
合、別の業者に顧客が補修を依頼すると、違
約金として保険金の30％から40％の支払いを
求める条項が多い。こうした違約金の金額の
根拠が明らかにされることはない。サポート
業者の業務において特段の原価は掛かってい
ないようにも思われるし、見積書等の作成に
もそれほど費用も掛からないだろうと思われ
ることから、契約条項に定めれた違約金等の
うち、平均的な損害を超えた分は無効と考え
ることもできるであろう（消契法 9条 1項 1
号）（13）（14）。

3 ．民法～暴利行為該当性（民法90条）

　暴利行為とは、相手方の窮迫・軽率・無経
験に乗じて、過大な利益を獲得する行為であ
り、判例（大判昭 9・5・1民集13・875）も、
暴利行為は公序良俗に反して無効であるとす
る。
　火災保険金申請サポートサービス契約に際
しては、支払われた保険金の30％から40％の
金額という、法外な成功報酬を規定すること
が「暴利行為」であると考えることもできよ
う。本来、保険金の請求に、特段のサポート
は必要なく、保険契約者単独で出来るもので
あり、保険会社への請求にあたっては、書類
作成の費用も掛からないし損害状況等の調査
依頼も不要である。見積書等の作成や本人申
請書作成助言をする程度では、保険金の申請
および、保険金金額の認定においてほとんど
有用性がないともいえる。それにもかかわら
ず、受領した保険金の30％から40％以上とい
う高額な成功報酬を請求するのは、その他の
申請代行契約等と比較しても著しく過当であ
ろう。
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IV　裁判例
　火災保険金申請サポートサービスが争われ
た裁判例は少ないが、クーリングオフにおけ
る法定書面の記載事項に関する事件として争
われたものと、保険金請求サポート業務委託
契約締結勧誘に際する広告の不実告知につい
ての事例を紹介する。
1 ．�保険金申請サポートサービスとクーリン
グオフ

　①名古屋簡裁令和 3年 3月31日判決（消費
者法ニュース128号21頁抄録、以下、①判決）
＜事実＞
　Xは不動産所有者支援団体「SEED」を運
営し、入会会員に対し、火災保険の取扱いに
関する援助及び不動産の開発等リフォーム工
事等を業とする一般社団法人である。
　平成30年 9 月、Yは台風により家屋の屋根
が破損し雨漏りやアンテナ等が破損する被害
を受けた。同年12月、Xは Y宅を訪問し、X

団体への入会を勧誘し、Yは同団体に入会し
た上で Y住宅を対象として本件契約が締結
された。
　Xは、屋根の雨漏り修理を希望した Yに対
し、共済金で修理が可能であると告げなが
ら、雨どいの交換、軒下波板取替、アンテナ
撤去などの70万円の見積もりを提示した。と
ころが、共済金は35万円しか支払われなかっ
たため、Xは35万円では屋根工事はできない
ので、屋根以外の工事を行うとし、Yは屋根
の工事が行われないのであれば意味がないと
してこれを拒否した。
　Xは、Yが契約を破棄したとして、違約金
25万5000円の支払いを求め提訴。これに対
し、Yは債務不履行解除、クーリングオフ、
不実告知取消し、取引通念上の不能消滅、説
明義務違反、錯誤無効を主張した。
　
＜判旨＞請求棄却
　「特定商取引法が法定書面の交付を要求し

ている趣旨は、取引条件が不明確なことによ
る紛争の発生を防止するために、取引条件を
明確にすべきことを業者に義務付け、訪問販
売を受け、役務提供を受ける者に、役務自体
の必要性の有無、質、対価の相当性等を十分
に検討する機会を与えることにあると解する
のが相当である。」
　「これを本件について見ると、Yに交付さ
れた書面は、……本件契約書及び重要事項説
明書である。これらの書面には、具体的な施
工箇所及び具体的な金額が記載されていな
い、また、保険金がいくら支払われたら、ど
の箇所を施工するのかという対応関係及び優
先順位も特定されていない」ので、「Xは、Y

に対し、Y住宅の修繕工事の内容、対価につ
いて十分に検討することが可能な書面を交付
したと認めることは困難である」ことから、
「特定商取引法が定める法定書面を交付した
と認めることはできない。」
　「したがって、本件契約についてクーリン
グオフの起算日は進行していないこととな
り、Yの……特定商取引法 9条 1項による解
除（クーリングオフ）は有効であると認める。
その結果、Xは、Yに対して、違約金の支払
いを請求することはできない」
　②水戸地裁龍ケ崎支部令和 5年 2月17日判
決（消費者法ニュース136号209頁抄録、以下
②判決）
＜事実＞
　Xは通信サービスに関するコンサルティン
グ事業、営業アウトソーシングサービス事業
等を主な業務とする株式会社である。Xは、
令和 2年 6月10日、Y宅の雨どいが壊れてい
るのを見つけ、Y宅に赴き、Yに対して、火
災保険を使って自己負担なく修繕できると説
明した。Yは、Xに保険金請求には専門的知
識がないと難しいと説明され、同月16日には
損害箇所の調査を行うことになった。その際
Xに交付された文書には「自己負担なし」「完
全成功報酬」などと書かれていた。
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　同月12日に Yは、Xと、火災保険金申請に
関する現状調査や助言を内容とするコンサル
ティング業務委託契約（以下「本件契約」と
いう）を締結し契約書を交付した。本件契約
により、Yが本件申請により保険金を受領で
きたときは、Xに対し受領した保険金の30％
に相当する金員（消費税別）を支払うと規定
された。また、Yが、Xの指定する提携業者
に対し、本件申請により認定された修理全部
を依頼した場合、Xは Yに対し、上記報酬を
請求しないとした。
　Xは、本件契約に基づき、Yの自宅を調査
し、その修理に必要な費用の見積書（見積金
額114万5100円とする）を作成し、Yに代わっ
て Xが保険会社に見積書を送付した。その
後 Yが加入する損害保険会社の担当者が Y

の自宅の現地調査を行い、損害保険金等とし
て73万8023円が支払われた。しかし、Yは、
X又は Xの指定する提携業者に修理依頼を
せず、さらに、Xの見積もり内容と保険会社
の認定内容が大きく異なること等から Xに
不信を抱き、令和 2年10月 2 日付書面にて
クーリングオフの意思表示を行った。その
他、本件契約について、X業務の非弁行為該
当性、本件契約の暴利行為該当性、本件報酬
規定の消費者契約法 9条 1項 1号該当性、X

による不実の告知又は不利益事実の不告知の
有無、Xによる債務履行の有無、保険契約に
基づく報酬額等から、民法、消費者契約法等
にも違反する契約であって無効である旨主張
するとともに、消費者契約法 4条に基づいて
取り消す旨の意思表示をした。
　そこで Xは Yに対して24万7500万円等（X

の受領した保険金額30％＋消費税）の支払い
を求めて訴訟提起した。
　
＜判旨＞請求棄却　
　「……特定商取引法の目的や、訪問販売に
おいて、消費者保護のために法定書面の交付
義務やクーリングオフ制度が設けられている

こと、法定書面の交付日がクーリングオフの
行使期間の起算日とされていることからする
と、法定書面として要求されている記載事項
に関する記載の有無については厳格に解釈す
べきであり、その重要な記載事項について記
載を欠く場合には、クーリングオフの行使期
間は進行しないと解するのが相当である。
　そこで検討すると、特定商取引法 4条 1号
所定の「役務の種類」とは、当該役務が特定
できる事項をいい、その内容が複雑な役務に
ついては、その属性に鑑み、記載可能なもの
をできるだけ詳細に記載する必要があるもの
と解される。しかしながら、本件契約書に
は、……「Yの火災保険金受給申請に関する
現状の調査、分析及び申請用書類作成に関す
る助言」、「本件申請に関する火災保険会社と
の折衝に関する助言」、「本件申請に関する保
険会社査定人の立会いに際しての助言」、「上
記のほか、Yの本件申請に関する事務手続に
関する助言」といった抽象的な記載があるだ
けで、実際に Xが Y宅に関して行う調査の
具体的な内容も、保険金請求に関して行う具
体的な作業の内容も一切記載されていない。
また、本件契約書の記載上、本来であれば本
件業務の具体的な内容は、本件契約書と一体
となる別紙において明らかにされるはずであ
るが、本件契約書にはその別紙が作成されて
いない。他方で、本件契約時において、これ
らの事項を具体的に記載することが困難で
あったような事情も認められない。……以上
によれば、本件契約書には「役務の種類」の
記載があったとはいえない。
　また、同条 4号所定の「役務の提供時期」
についても、同様に記載可能なものをできる
だけ詳細に記載する必要があり、……本件契
約書には、そのような記載は一切されていな
い。……これを具体的に記載することが不可
能であったとは認め難い。以上によれば、本
件契約書には「役務の提供時期」の記載も
あったとはいえない。
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　以上のとおり、本件契約書は「役務の種類」
及び「役務の提供時期」記載を欠いていると
ころ、これらの記載は、Yが本件契約の取引
条件を確認する上で重要な事項であるといえ
るから、本件契約書の交付によってもクーリ
ングオフの行使期間は進行せず、Yは本件契
約を解除（クーリングオフ）することができ
る。したがって、Yによる本件契約の解除は
有効である。」

2 ．不実告知事例

　③札幌地裁判決令和 6年 1月26日（判例集
等未登載（15）、以下、③判決）
　＜事実＞
　Yは「ホームサポートの家調」の名称を用
いた火災保険金請求サポート業務等を業とす
る株式会社である。Yが勧誘に用いるチラシ
には、「火災調査 0円」と表示され、火災・
地震保険金の申請のために Yが調査行うに
あたり、消費者が支払うべき費用がないとの
内容が記載されている。しかし、当該業務委
託契約書によれば、契約後に解約すると少な
くとも11万円の解約手数料が発生するとの記
載がある。これは、消費者が契約締結後調査
前に解約したとしても解約手数料として11万
円支払う義務を負うもので、実質的に見れば
Yが行う調査に月11万円の費用を要すること
になる。よって Yが調査を行うにあたり、
消費者が支払うべき費用がない旨の告知は役
務の対価に関し明らかに事実と異なる告知で
あり、消費契約法 4条第 1項 1号（不実告知）
に該当する。
　また、火災保険金請求サポート業務締結
後、Yによる調査が開始される前の時点にお
いて Yには何らの損害も生じていないこと
は明白であるので、このような解約手数料条
項は、Yに生ずべき平均的損害を明らかに上
回る違約金を請求する内容の条項であり、消
費者契約法 9条 1項 1号に違反する。
　適格消費者団体 Xは、Yに対し、令和 5年

3月13日に前記勧誘方法及び契約条項に関す
る申入書を交付したが Yからの回答はなかっ
た。その後、令和 5年10月12日付けで差止請
求書を発送したが Yはこれに対しても一切
連絡はなかった。
　そこで、Xは、① Yが消費者に対し、上記
契約の締結を勧誘するに際し、「無料調査 0  

円」など、火災・地震保険金の申請のために
Yが調査を行うにあたり、消費者が支払うべ
き費用がないと誤認させる内容を告げること
の差止め、②上記①の内容を記載した書面の
廃棄、③ Yが消費者との間で上記契約を締
結する際に本件条項を内容とする意思表示を
することの差止め、④本件条項が記載された
契約書書式の廃棄等を求めて訴訟提起した。
　
＜判旨＞請求認容
　本件では Yが口頭弁論期日に出頭せず、
答弁書その他の準備書面を提出しないことか
ら、Yにおいて請求原因事実を争うことを明
らかにしないものとして、これを自白したも
のとみなし、Xの請求を認容した。

3 ．若干の検討

　①判決及び②判決ともに、事業者による訪
問勧誘を受けた当該消費者は、当該事業者と
火災保険金申請サポート業務等の契約締結し
たところ、事業者が、特定商取引法上、要求
される法定書面を交付していないことを理由
に、クーリングオフの起算日が到来していな
いとして当該契約のクーリングオフが認めら
れた事例であった（16）。
　①判決は、交付された書面には具体的な施
工箇所や具体的金額が記載されていない等か
ら、当該書面を特定商取引法上の法定書面と
は認められないとした。X（事業者）の「契
約締結時点では保険金受領額が不明であり、
客観的に詳細な記載は契約時点では不可能で
ある」との主張に対して、①判決は、特定商
取引法が法定書面の交付を要求する趣旨を踏
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まえると、保険金受領額が明確になった段階
で住宅修繕工事の具体的内容や金額を明確に
した書面を追加交付すべきだったと判じた（17）。
②判決でも、顧客側に交付された書面は、特
定商取引法 4条 1号「役務の種類」および同
条 4号「役務の提供時期」について具体的内
容の欠ける記載であったとして、特定商取引
法が求める法定書面がいまだ交付されていな
いと判じた。このような①判決や②判決は、
訪問勧誘により火災保険金申請サポートサー
ビスの契約をした場合に生じる消費者トラブ
ルの解決策として、先例的価値のある判決で
あると評されている（18）。両判決はいずれも、
特定商取引法が法定書面を要求する趣旨を踏
まえた妥当な判決であると考える。
　 一方、③判決は消費者契約法12条に基づ
く差止請求訴訟であり、①判決や②判決のよ
うな個別訴訟における判断とは異なる性格を
帯びることに注意は必要である（19）。また、
本件は、事業者が答弁書その他の準備書面を
提出せず、口頭弁論期日にも出頭しておら
ず、請求原因を当事者間で争うことはなかっ
た事件であった。しかし、当該契約締結後の
解約により解約手数料が発生するにも関わら
ず、不特定多数の者に対する広告やチラシ等
に「無料調査 0円」と記載することは、消費
者契約法 4条第 1項 1号に該当するとの判断
は、クーリングオフによる解決の及ばない事
例であっても、当該契約を取消し得る余地を
示した判断であった。

V　おわりに
　以上、火災保険金申請サポートサービスに
おける消費者トラブルを概観した上で、消費
者被害にあった被害者の法的救済手段につい
て、裁判例等を踏まえて検討してみた。
　火災保険金を利用して住宅修理を勧誘する
といった訪問勧誘事例については、当該サ
ポート契約やそれと一体となった住宅修繕等
工事契約をクーリングオフすることにより、

解決できることが明らかになった。これに対
して、Web広告等により消費者自ら業者に
問い合わせて、火災保険金申請サポート契約
を締結した場合には、広告等の文言の不実告
知等を指摘して、消費者契約法 4条により申
込み等を取り消すことが可能である。しか
し、特定商取引法上のクーリングオフとは異
なり、裁判外での取消権の主張は、消費者救
済に向けての実効性に乏しいことは否めな
い。また、火災保険金申請サポートの成功報
酬が支給される保険金額の30％から40％ほど
であることや、これに関連して高額な違約金
が設定されているのは、消費者契約法 9条 1
項 1号、および10条により無効になる余地も
あろう。本稿では、この点ついてはあまり検
討することができなかったので、今後の課題
としたい（20）。
　私見は、そもそも火災保険金申請サポート
サービスについて、その必要性に疑問があ
る。火災保険金の申請は契約者本人でなけれ
ばできないところ、その申請は簡便であり、
建物損傷、損害の調査も保険会社が行うの
で、本人側が行う必要性はないはずである。
しかしながら、保険会社による損害認定にも
問題がないわけでもなく、消費者側には保険
会社への一定の不信感が存するゆえに、こう
した火災保険金請求に係る家屋等の損害調査
が業として成り立つのだろう。
　今後のトラブル解決のためには、消費者庁
や各地方自治体の消費生活センターの注意喚
起や情報提供が欠かせない。また、消費者庁
や各地方自治体は事業者側に法的不備あれば
もっと積極的に行政処分に付すべきであろ
う。さらに、適格消費者団体等による事業者
への申入れや差止請求は、事業者の悪質な事
業展開に歯止めをかける一定の効果が期待で
きることから、消費者被害の減少のために
も、適格消費者団体等の差止請求や申入れ等
の活動に対しては、一層の展開を期待するも
のである。
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注
（1）　国民生活センター報告「『保険金を使って自己
負担なく住宅修理できる』と勧誘されてもすぐに
契約しないようにしましょう！─勧誘・契約が増
える空き台風シーズンは特に注意して下さい─」
（令和 2年10月 1日公表）。

（2）　国民生活センター報告「保険金で住宅修理でき
ると勧誘する事業者に注意！─申請サポートを受
ける前に、損害保険会社に連絡を─保険金請求
は、加入者ご自身で‼─」（令和 3年 9月 2日公
表）。

（3）　国民生活センター報告「2022年度全国の消費生
活相談の状況─ PIO─NETより─」（令和 5年 8
月 9日公表）。

（4）　保険金等の申請代行は非弁活動となり、弁護士
法72条違反となる。

（5）　阿部高明「逐条解説　特定商取引法（第 1巻）」
（青林書院、2022年）81頁。

（6）　消費者庁は住宅修繕費用の保証に係る保険金申
請代行や当該修繕等の役務を提供する 5事業者に
対し、特商法に違反する恐れがある行為（特商
法 3条の 2、 6条第 1項 6 号 7 号、 7条第 1項 1
号、 5号）を行わないよう行政指導をした（令和
2年 8月 5日）。https://www.caa.go.jp/notice/assets 

/consumer_transaction_cms203_200805_01.pdf（最
終閲覧令和 6年 5月20日）。
　また、東京都も火災保険の申請サポートを行う
訪問販売業者に特商法による不適正な取引行為
（特商法 3条、 3条の 2第 2 項、 5条第 1項、 7
条第 1項 5 号等）があったとして業務停止命令
（ 6か月）指示及び代表者等に対する業務禁止命
令（ 6か月）を行った（令和 3年 3月18日）。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/

press/2021/03/18/08.html（最終閲覧令和 6年 5月
20日）。

（7）　消費者庁取引対策課・経済産業省商務・サービ
スグループ消費経済企画室編「令和 3年度版特定
商取引に関する法律の解説」（商事法務、2024年）
67頁。

（8）　後藤巻則・齋藤雅弘・池本誠司「条解消費者三
法＜第 2版＞」（弘文堂、2021年）378頁。

（9）　阿部・前掲注（ 5）106頁、消費者庁取引対策課
等編・前掲注（ 7）79頁、後藤・齋藤・池田・前
掲注（ 8）401頁。

（10）　後藤・齋藤・池田・前掲注（ 8）421頁。

（11）　後藤・齋藤・池田・前掲注（ 8）478頁。
（12）　チラシや広告等、事業者等による働きかけが不
特定多数の消費者に向けられたものであったとし
ても、そのことから直ちにその働きかけが「勧誘」
に当たらないとはならないとした最高裁判決（最
判平29・1・24民集71巻 1号 1頁）」がある。
これについては、消費者庁消費者制度課編「逐条
解説　消費者契約法（第 5版）」（商事法務、2024
年）37頁参照。

（13）　その他、不当条項の包括的ルールである消費者
契約法10条により違約金条項及び成功報酬条項も
不当条項とする余地があろう。

（14）　消費者契約法を根拠に適格消費者団体により当
該契約締結に当たり差止請求されることもある。
適格消費者団体消費者支援ネット北海道は、保険
金請求サポート業務を行う株式会社 FLLWに対し
て、不特定多数の者への勧誘に用いたチラシの文
言が消費者契約法 4条 1項 1号に該当すること
や、不特定多数の消費者との間で使用している
「保険金請求サポート業務委託契約書」の解約手
数料条項の同法 9条 1項 1号違反を指摘して上記
チラシや当該契約書の破棄等を求めて差止請求し
た（令和 5年10月12日）。その後、同団体は当該
事業者を相手に差止請求訴訟を提起した。https://

e-hocnet.info/（最終閲覧令和 6年 5月20日）。
　また、適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす
会は、火災保険金申請サポート業務および補修工
事を請負うユリカハウス株式会社に対して、消費
者契約法 4条 1項 1号および特定商取引法 6条 1
号 2 号「不実告知」、景品表示法 5条 2項「有利
誤認表示」に該当するなどを理由として、当該業
務委託契約書、チラシ、ホームページ記載につき
使用停止または適切な記載に修正するよう、差止
請求した（令和 3年12月 7日）。
http: / / sa i tama-h iga inakusuka i .or. jp / top ics / 

211207_01.html（最終閲覧令和 6年 5月20日）。
（15）　③判決の判決文等は消費者支援ネット北海道の
ホームページに掲載されている。
https://e-hocnet.info/（最終閲覧令和 6年 5月20日）。

（16）　両判決とも、訴訟における争点はクーリングオ
フの成否の他、業者の非弁行為該当性や暴利行為
該当性等、多岐にわたっているのだが、クーリン
グオフの成否のみ判断し、そのほかの争点につい
ては判断をしなかった。

（17）　この点、Xは、X自身が別の消費者を相手に①
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判決と同様の契約を締結し違約金請求した事案に
おいて、本件と同趣旨の Xの訴えを認めた（つま
り、X勝訴の）裁判例（名古屋地判令和元年11月
27日）を訴訟に際して証拠として提出していた。
名古屋簡裁が、この名古屋地判に追従しなかった
ことを評価しているものとして、岡崎宣利「消費
生活相談員のための判例紹介　保険とリフォーム
工事」全相協つうしん JACAS JOURNAL№202
（2021年）7頁がある。

（18）　②判決の意義について、その先例的価値を認め
た見解として、造力宣彦「消費生活相談員のため
の判例紹介　保険金申請サポート業者のクーリン
グオフ」全相協つうしん JACAS JOURNAL№215
（2024年）7頁。

（19）　山本豊「適格消費者団体による差止請求」法時
83巻 8 号（2011年）28頁。

（20）　保険金申請サポートの問題点や解決策やその手
法を紹介し、消契法 9 条や10条に言及している文
献として、河上正二・原早苗・坂本かよみ「実務
ガイド消費者問題の関連法と解決手法」（金融財
政事情研究会、2023年）258頁以下参照。




